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『生物資源経済研究』 規定

1．投稿資格・著作権・編集要領
　1） 単著論文の投稿資格者は、生物資源経済学専攻 （以下、 専攻と略記）教員、本専攻在籍中ないし在籍後5年以内の内地

研究員・外国人招聘学者・外国人共同研究者、および編集委員会で特に認めたものとする。なお、別途定める『生物
資源経済研究』内規に基づき、本専攻の院生（およびこれと同等以上と認められる者）も、専攻会議の了承のもとに
投稿できる。

　2）共著論文の第一執筆者は本専攻教員に限定するものとする。
　3） 著作権：本誌に掲載された論文・抄録の著作権は、本専攻に属するものとする。なお執筆者自身が自らの論文を利用

することは差し支えないものとする。
　4） 原稿の採否の決定：原稿の採否は、編集委員会が決定することとする。採用決定日をもって受理日とする。
　5） 発行回数と別刷り：年1回発行を原則とする。別刷りは各原稿当たり50部まで無料で著者に贈呈し、それ以上は著者

の実費負担とする。なお、必要に応じて『特集号』等を発行できることとし、その発行については「3.『特集号』等
の発行」に定めるとおりとする。

　6） 著者校正：著者校正は原則として2回行う。誤植以外の加筆・修正はできないこととする。

2．執筆要領
　1） 原稿種別は論文と研究ノートの2種とし、投稿者は投稿時に種別を明記する。
　2） 原稿枚数は、図・表を含め、和文の場合は横書き400字詰め原稿用紙換算で50枚以内、英文の場合は、A4用紙にダブル・

スペース（ 28 行、1行10～15 単語）で30 枚以内を目安とする。和文の場合は英文抄録（300 単語以内）と英文題名を、
英文の場合は和文抄録（ 800 字以内）と和文題名を投稿時に添付する。原稿は完成原稿とそのハード・コピー2部を、デー
タ・ファイルを添付の上で、編集委員長ないし副委員長に提出するものとする。

　3） 特殊な専門用語・学術用語のほかは、原則として新仮名遣い・常用漢字を使用する。
　4） 論文の節項表示は、1 .（1）、1）、a のようにする。
　5） 単位は %、kg、ha などの略号を用い、数字は5億6 ,728万などと表す。
　6） 図表は、図1、表1（Fig1. Table 1）のように示す。また図表の挿入位置については、完成原稿の右余白に朱書きで明

示する。
　7） 本文注記は頁ごとではなく本文末尾に一括して掲載する。また引用文献は注記を原則とし下記の要領によるものとす

るが、各分野学会誌の様式に準じた表記も認める。
　　①和文の場合
　　　a．著者名『書名』（シリーズ名），出版社，出版年（奥付けによる），ページ .
　　　b．執筆者名「論文名」，編著者名『書名』（シリーズ名），出版社，出版年，ページ .
　　　c．執筆者名「論文名」，『雑誌名』巻号（年月），ページ .
　　② 欧文の場合
　　　a．名頭文字 . 姓，書名（出版他：出版社，出版年）， p.（または pp. ）
　　　b．名頭文字 . 姓，“ 論文名 ”，雑誌名，巻号（月，年），p.（または pp. ）

3．『特集号』等の発行
　1） 年1回の定期発行の他に、編集委員会で企画・発議し、専攻会議の承認を得ることにより『特集号』等を発行すること

ができる。
　2） 『特集号』等の発行については、本規定の「1. 投稿資格・著作権・編集要領」および「2. 執筆要領」に準じるものとするが、

編集委員会で別に定める場合はこれにしたがうものとする。
　3） 発行に関わる費用は通常号とは別扱いとし、専攻会議の承認を得て財源を手当てすることができる。

付　　記
　（1）本規定の改正は専攻会議の承認を得なければならない。
　（2）本規定は平成 7 年 9 月14日より実施する。
　（3）本改正は平成13年 7 月31日より実施する。
　（4）本改正は平成17年 2 月 1 日より実施する。
　（5）本改正は平成20年 1 月 1 日より実施する。
　（6）本改正は平成27年 1 月 8 日より実施する。
　（7）本改正は平成28年 2 月 1 日より実施する。
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『生物資源経済研究』 第23号の編集を終えて
　昨年12月に SGU プログラムによるゲッティンゲン大学と当専攻との合同ワークショップに参
加する機会を得た。学会以外でドイツの大学を訪問するのは初めてであったが、その研究環境の
良さに大変感銘を受けた。中世の城下町そのままの大学町であるゲッティンゲンはこじんまりと
していてカフェがたくさんありとても居心地がいい。3日間にわたって開催されたワークショップ
では、教員の報告と学生の報告が初日と最終日にあり、そして2日目は郊外の大学農場と国際種
子企業への訪問で非常に充実したワークショップであった。特にゲッティンゲン大学と当専攻と
も参加学生の報告は素晴らしいものであった。この様な英語による発表の機会を提供し、それに
向かうことで学生の発表能力は一段と上昇することを実感した。国際的な発信が求められている
今日、『生物資源経済研究』が国内への研究成果発信のみならず、海外との研究交流の一助として
益々活用されることを祈る。（CU）

　　平成30年1月16日

『生物資源経済研究』第23号編集委員（五十音順）
　　伊藤淳史（副委員長）　　伊庭治彦　　梅津千恵子（委員長）　　大石和男
　　北野慎一　　辻村英之　　福井清一　　三谷羊平
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